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は
じ
め
に

『
常
陸
国
風
土
記
』
を
他
の
古
風
土
記
と
の
比
較
で
捉
え
た
と

き
、
本
文
内
の
各
所
で
頻
出
す
る
「
俗
」
字
の
用
法
、
注
記
的
表

現
が
本
書
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
。
単
純
に

「
俗
」
字
の
出
現
の
み
を
数
え
て
も
全
二
九
箇
所
に
及
び
、
古
風

土
記
の
み
な
ら
ず
、
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
と
比
較
し
て

も
、
本
文
の
分
量
に
対
す
る
そ
の
数
の
多
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
膨
大
な
「
俗
」
の
記
述
の
在
り
方
を
考
察
す
る
こ
と

は
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
世
界
観
を
捉
え
る

上
で
重
要
と
い
え
る
。
す
で
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
俗
」
表

現
や
「
俗
」
を
用
い
た
注
記
に
関
す
る
先
行
研
究
は
数
多
く
存
在

し
て
い
る （
１
）が
、
ま
ず
当
国
風
土
記
の
「
俗
」
表
現
の
一
部
を
具
体

例
と
し
て
示
し
て
み
た
い
（
原
漢
文
。
本
文
中
の

�

�内
は
細

字
注
を
示
す
。
以
下
も
同
じ
）。

Ａ
、
古
老
の
い
へ
ら
く
、
昔
、
國
巣

�俗の
語
に
都
知
久
母
、

又
、
夜
都
賀
波
岐
と
い
ふ

�山
の
佐
伯
、
野
の
佐
伯
あ
り

き
。
…
（

�城
郡
）

ａ
、
風
俗
の

�に
、
筑
波
岳
に
黒
雲
挂
り
、
衣
袖
漬
の
國
と
云

ふ
は
是
な
り
。
（
風
俗

�云
、
筑
波
岳
黒
雲
挂
衣
袖
漬
國

是
矣
）（
総
記
）
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『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
俗
」
表
現
を
大
別
す
れ
ば
、
Ａ
「
俗

（
含
「
俗
語
」、「
俗
歌
」
ほ
か
）」
と
ａ
「
風
俗
」
と
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
角
川
文
庫
版
『
風
土
記 （
２
）』
は
、
補
注
で

こ
れ
ら
を
よ
り
綿
密
に
分
類
し
て
お
り
参
考
と
な
る
。
（
「
」
内

は
表
現
形
式
、（
）
内
は
記
載
数
）

�

地
名
の
枕
詞
的
称
辞
（
漢
文
体
）
…
「
風
俗

�」（
四
）・

「
風
俗
説
」（
二
）・「
風
俗
」（
一
）

�

�と
お
ぼ
し
き
も
の
（
漢
文
体
）
…
「
風
俗

�」（
一
）・

「
俗

�」（
一
）

�

伝
承
内
容
の
記
述
（
準
宣
命
体
）
…
「
俗
」（
四
）

�

漢
文
記
述
の
伝
承
を
説
明
す
る
た
め
の
語
の
訓
注
（
仮
名
）

…
「
俗
」（
二
）・「
俗
説
」（
一
）・「
俗
語
」（
一
）

�

単
純
な
語
の
訓
注
（
仮
名
）
…
「
俗
」
（
七
）
・
「
俗
語
」

（
二
）

角
川
文
庫
版
『
風
土
記
』
は
分
注
形
式
の
「
俗
」
に
つ
い
て
、
右

記
の
よ
う
に
分
類
し
た
上
で
、
さ
ら
に
「
「
風
俗
」
も
「
俗
」
も

土
地
の
い
い
伝
え
、「
く
に
ぶ
り
」
の
意
だ
が
、「
風
俗
」
は

�
�

に
限
ら
れ
、
そ
れ
も
、
「
風
俗
の

�」
と
い
う
用
例
が
多
い
の
は

注
意
さ
れ
る
。」
と
付
け
加
え
て
い
る （
３
）。

『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
俗
」
に
対
す
る
他
の
諸
注
釈
の
解
説

も
掲
げ
る
と
、
東
洋
文
庫
版
『
風
土
記
』
（
吉
野
裕
訳
）
に
お
い

て
は
「
俗
」
に
対
す
る
施
注
は
な
く
、
現
代
語
訳
に
お
い
て
「
土

地
の
人
」
と
訳
出
す
る
に
と
ど
ま
る （
４
）。
こ
の
姿
勢
は
講
談
社
学
術

文
庫
版
『
常
陸
国
風
土
記
』
も
同
様
で
、
現
代
語
訳
に
て
「
土
地

の
ひ
と
び
と
」
と
す
る
の
み
で
あ
る （
５
）。
一
方
、
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
『
風
土
記
』（
植
垣
節
也
校
注
）
で
は
、「
当
地
の
口
語
で
。

小
泉
道
は
、
当
風
土
記
で
は
「
補
足
的
な
説
明
注
と
し
て
の
役
割

を
多
分
に
持
つ
広
義
の
訓
注
」
と
い
う
。
」
と
し
て
い
る （
６
）。
こ
こ

に
は
小
泉
道
氏
の
説
く
「
広
義
の
訓
注
」
と
い
う
説
が
併
記
さ
れ

て
い
る
が
、
や
は
り
「
俗
」
に
常
陸
国
の
在
地
性
を
加
味
し
て
い

る
点
で
先
の
二
説
と
変
わ
ら
な
い
。
比
較
的
近
年
の
注
釈
書
で
あ

る
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
版
『
風
土
記
』
も
、
「
ヨ
・
ヨ
ヒ
ト
・
ヨ

ノ
ヒ
ト
な
ど
と
訓
む
字
。
風
土
記
の
地
方
性
を
認
め
て
ク
ニ
ヒ
ト

と
訓
む （
７
）。
」
と
し
て
い
て
、
同
様
の
意
識
を
持
っ
た
も
の
と
し
て

よ
い
。

ま
た
ａ
の
「
風
俗
（

�）
」
に
関
し
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系

『
風
土
記
』
は
「
土
地
の
人
が
言
い
伝
え
て
来
た
詞
、
ま
た
言
い

な
ら
わ
し
。
こ
れ
は
国
の
名
を
言
う
と
き
の
称
辞
と
し
て
言
い
伝

え
て
来
た
詞
で
あ
る （
８
）」
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』

は
「
土
地
の
人
が
言
い
伝
え
て
来
た
慣
用
句 （
９
）」
と
し
て
い
る
。
こ
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れ
に
対
し
て
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
版
『
風
土
記
』
が
「
ク
ニ
ブ
リ

の
�は

土
地
の
人
び
と
の
言
い
伝
え
」
と
す
る
の
は
先
行
注
釈
書

に
倣
う
が
、
さ
ら
に
「
漢
語
の
風
俗
は
、
天
子
の
教
化
が
地
方
に

及
ん
で
習
慣
と
な
る
こ
と
を
言
う
」
と
の
解
説
を
添
加
し
て
い
る

部
分 （

�）は
、
「
風
俗
」
と
い
う
語
に
完
全
な
在
地
性
を
認
め
る
こ
と

に
対
し
て
留
保
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
俗
」
に
せ
よ
「
風
俗
」
に
せ
よ
、
代
表
的

な
諸
注
釈
書
の
い
ず
れ
も
が
、
大
枠
で
「
常
陸
国
の
在
地
性
」
を

示
し
た
表
現
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
ら
な
い
。
た

だ
角
川
文
庫
版
が
整
理
し
た
も
の
を
見
れ
ば
、
当
国
風
土
記
の

「
俗
」
表
現
は
、
そ
の
形
式
に
お
い
て
統
一
性
に
欠
け
る
う
え
、

後
述
す
る
と
お
り
意
味
内
容
に
お
い
て
も
多
様
性
を
有
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
か
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
俗

注
記
の
構
造
的
な
部
分
に
注
視
し
、
分
類
・
考
察
す
る
傾
向
が
つ

よ
く
、
反
面
、「
俗
」
字
の
頻
出
が
何
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
、

本
書
の
在
り
方
や
世
界
観
を
絡
め
て
、
そ
の
意
義
に
関
し
て
明
確

に
は
述
べ
る
も
の
は
少
な
く
感
じ
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

Ａ
の
訓
注
的
表
現
と
、
ａ
の
「
風
俗
（

�）
」
を
中
心
に
検
討
す

る
こ
と
で
、
当
国
風
土
記
に
お
け
る
「
俗
」
表
現
が
一
体
何
を
目

指
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
内
実
を
考
察
し
た
う
え
で
、
頻
出
・

多
用
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

１
、
古
風
土
記
的
世
界
に
お
け
る
「
俗
」

ま
ず
、
他
の
四
つ
の
古
風
土
記
に
記
さ
れ
る
「
俗
」
の
特
徴
を

見
る
こ
と
で
、
風
土
記
と
い
う
地
誌
的
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
俗
」

一
般
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

『
出
雲
風
土
記
』
は
「
俗
人
」
と
い
う
形
で
六
例
が
見
出
さ
れ

る
。
例
え
ば
「
故
に
俗
人
の
曰
く
、
神
湯
な
り
」
（
意
宇
郡
・
忌

部
神
戸
）
や
「
俗
人
い
へ
ら
く
、
其
の
底
に
陶
器
・

�・

�等
多

か
り
。」（
秋
鹿
郡
・
惠
曇
池
）
と
あ
る
よ
う
に
、
注
記
的
な
細
字

表
現
で
は
な
く
、
本
文
化
し
た
形
で
現
れ
る
。
ま
た
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
も
、「
在
地
の
人
々
」
と
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
も
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
近
似
す
る

「
俗
人
、
讚
伎
國
」（
揖
保
郡
・
麻
打
山
）
の
一
例
が
見
ら
れ
る
が
、

意
味
内
容
が
不
明
な
箇
所
で
あ
り
、
解
釈
に
苦
し
む
。
こ
の
前
文

と
し
て
「
昔
、
但
馬
の
國
の
人
、
伊
頭
志
君
麻
良
比
、
此
の
山
に

家
居
し
き
。
…
今
に
、
此
の
邊
に
居
る
者
は
、
夜
に
至
れ
ば
麻
を

打
た
ず
。
」
と
あ
る
た
め
、
こ
の
伝
承
に
対
す
る
補
足
説
明
が
誤

脱
し
た

可
能
性
を
考
え

得
る
。
こ
の
箇
所

以
外
で
は
、
「
俗
」
は

複
合
語
と
し
て
の
み
現
れ
、
「

異
俗
人
」
が
居

住
し
て
い
た
こ
と

（
宍

禾
郡
）
、

百
済
の
人
が
「
有
俗
」
（

日
本
古

典
文

学
大

系
は

「
な
ら

ひ
」
の
訓
を

宛
て
る
）
に

従
っ
て

百
済
風
の

城
を

築
い
た
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こ
と
（
神
前
郡
）
な
ど
、
何
れ
も
習
俗
を
異
に
す
る
人
々
を
取
り

上
げ
る
箇
所
に
お
い
て
「
俗
」
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。

『
豊
後
国
風
土
記
』
で
「
俗
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
二
例
で
、

一
つ
は
直
入
郡
の
郡
名
由
来
に
「
俗
に
、
直
桑
村
と
曰
ふ
」
（
直

入
郡
）
と
あ
る
。
在
地
で
「
直
桑
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
村
が
、
現

在
の
郡
名
で
あ
る
「
直
入
」
の
由
来
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
ま
た
速
見
郡
の
間
欠
温
泉
で
あ
る
「
慍
湯
井
」
に
対
し

て
、「
俗
の
語
に
玖
倍
理
湯
井
と
曰
ふ
」
と
あ
り
、「
慍
」（
オ
ン
・

い
か
り
）
と
い
う
漢
語
に
対
し
て
「
ク
ベ
リ
」
と
い
う
訓
注
を
施

し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
肥
前
国
風
土
記
』
に
は
、
細
字
の
注
記
形
式
と
し
て
「
土
齒

池

�俗言
岸
爲
比
遲
波
在
郡
西
北

�」（
高
来
郡
）
の
一
例
が
確
認

で
き
る
。
こ
れ
も
先
に
見
た
『
豊
後
国
風
土
記
』
の
「
慍
湯
井
」

と
似
た
も
の
で
あ
り
、「
岸
」
を
俗
言
で
「
比
遲
波
（
ヒ
チ
ハ
）」

と
い
い
、
「
土
齒
」
を
「
ヒ
チ
ハ
」
と
読
ま
せ
る
た
め
の
訓
読
注

記
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
当
国
風
土
記
に
は
こ
の
他
に
、

松
浦
郡
・
値
嘉
郷
条
に
「
此
の
嶋
の
白
水
郎
は
、
容
貌
、
隼
人
に

似
て
、
恆
に
騎
射
を
好
み
、
其
の
言
語
は
俗
人
に
異
な
り
」
と
あ
っ

て
、
白
水
郎
（
海
人
）
の
言
語
を
「
俗
人
」
と
比
較
し
て
異
質
で

あ
る
、
と
述
べ
る
例
が
あ
る
。
こ
の
「
俗
人
」
は
肥
前
の
在
地
の

人
々
を
指
す
も
の
と
し
て
問
題
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
白
水
郎
と
隼

人
と
の
類
同
性
を
確
認
し
て
い
る
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
を
除
く
四
つ
の
古
風
土
記
に
お
け
る
「
俗
」

表
現
を
見
た
場
合
、
そ
の
内
容
の
多
く
が
、
い
わ
ゆ
る
当
該
地
域

の
俗
言
や
古
俗
、
あ
る
い
は
当
地
の
言
葉
（
方
言
）
な
ど
と
、
い

ず
れ
も
在
地
性
を
有
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
異
俗
」
の
人
々
や
言
語
に
つ
い
て
描
か
れ
る
場
合
も
あ

る
が
、
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
「
俗
」
と
は
「
こ
ち
ら
側
」
に
属

す
る
も
の
と
認
知
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
証
し
て
い
よ
う
。

「
俗
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
「
異
俗
」
で
あ
る
こ

と
を
最
初
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
般
的
に
「
俗
」
と
は
、
例
え
ば
『
説
文
』
に
「
俗
、
習
也
」、

『
玉

�』
に
「
俗
、
風
俗
也
」
な
ど
と
あ
っ
て
、「
風
習
・
習
慣
」

を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
玉

�』
は

「
俗
」
と
「
風
俗
」
と
を
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
が
、『
大
漢
和
辞
典
』

の
「
風
俗
」
項
を
見
る
と
、
第
一
義
と
し
て
「
な
ら
は
し
。
其
の

土
地
土
地
の
な
ら
は
し
。
し
き
た
り
。
習
慣
。
風
は
上
の
教
化
、

俗
は
下
の
之
に
習
う
な
ら
は
し
。」、
第
二
義
と
し
て
「
其
の
土
地

に
行
は
れ
る
詩
歌
。
國
ぶ
り
。
國
風
。
」
と
し
て
い
る （

�）。
こ
の

「
風
俗
」
に
関
し
て
は
後
文
で
詳
述
す
る
が
、「
俗
」
の
通
俗
的
理

解
と
し
て
は
、
右
記
の
よ
う
に
『
説
文
』
に
い
う
「
習
い
」
で
あ

る
と
か
、
『
玉

�』
に
い
う
「
風
俗
」
で
あ
り
、
前
掲
し
た
諸
注
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釈
も
そ
れ
ら
を
引
い
て
「
俗
」
や
「
風
俗
」
を
解
説
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

２
、『

常
陸
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
俗
」
の

訓
読
注
記
的
用
法

こ
こ
で
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
俗
」
の
用
法
を
改
め
て
検
討

し
て
み
た
い
。
ま
ず
取
り
上
げ
た
い
の
が
冒
頭
の
例
Ａ
と
し
て
取

り
あ
げ
た
訓
注
的
表
現
と
し
て
の
「
俗
」
で
あ
る
。
当
国
風
土
記

に
は
計
一
二
箇
所
に
見
え
、
「
俗
」
表
現
全
体
の
四
〇
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
重
要
度
が
窺
え
る
。

Ａ
、
國
巣

�俗
の
語
に
都
知
久
母
、
又
、
夜
都
賀
波
岐
と
い

ふ

�山
の
佐
伯
、
野
の
佐
伯
あ
り
き
。（

�城
郡
）

Ｂ
、
同
に
祥
福

�俗
の
語
に
佐
知
と
い
ふ

�を
爭
へ
り
。
（
多

珂
郡
）

Ｃ
、
諸
祖
天
神

�俗
に
賀
味
留
彌
・
賀
味
留
岐
と
い
ふ

�（
香

島
郡
）

Ａ
～
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
俗
」
注
記
直
前
の
漢
語
表
現
に
対
す

る
訓
読
注
と
い
え
る
。
Ａ
に
関
し
て
は
、
「
国
巣
」
と
表
記
さ
れ

る
存
在
が
「
俗
」
語
で
は
「
ツ
チ
ク
モ
」
「
ヤ
ツ
カ
ハ
キ
」
と
訓

読
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
「
ツ
チ
ク
モ
」
に

関
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
『
肥
前
国
風
土
記
』
や

『
豊
後
国
風
土
記
』、
風
土
記
逸
文
等
に
「
土
蜘
蛛
」
と
み
え
、
ま

た
『
古
事
記
』
に
も
「
土
雲

�訓
云
具
毛

�」
と
あ
っ
て
、
中
央

に
お
い
て
も
「
ツ
チ
ク
モ
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
『
日
本
書
紀
』
に
は
「
八
掬
脛
」

（
古
訓

�ヤ
ツ
カ
ハ
キ
）
の
用
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の

訓
注
が
示
す
も
の
が
常
陸
の
独
自
発
想
、
方
言
的
な
も
の
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
Ｂ
の
「
祥
福
」
を
「
サ
チ
」
と
読

ま
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
橋
本
雅
之
氏
は
こ
の
漢
語
と
訓
の
間
に

熟
し
た
関
係
性
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
「
サ
チ
」
の
訓
（
和
語
）

が
前
提
と
し
て
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
祥
福
」
の
漢
語
が
選
択
さ
れ

た
も
の
と
解
し
て
い
る （

�）。
紀
・
神
代
巻
に
は
「
兄
火
闌
降
命
、
自

有
海
幸
。

�幸
、
此
云
左
知

�」
と
あ
っ
て
、
「
幸
」
を
「
左
知

（
サ
チ
）
」
と
訓
ま
せ
て
お
り
、
「
幸
」
と
意
味
内
容
が
近
似
す
る

漢
語
「
祥
福
」
が
、
和
語
「
サ
チ
」
と
結
ば
れ
た
と
み
て
よ
い
。

Ｃ
の
「
賀
味
留
彌
・
賀
味
留
岐
」
も
『
延
喜
式
』
所
収
「
祈
年
祭

祝
詞
」
ほ
か
に
「
神
漏
岐
・
神
漏
美
乃
命
」
と
あ
る
も
の
と
類
似

す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
「
俗
」
と
し
て
記
さ
れ
る
和
訓
は
、

中
央
的
な
和
訓
・
和
語
と
共
通
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
以
下
、
同
様
の
訓
読
注
記
的
な
表
現
も
見
て
ゆ
く
。
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Ｄ
、「
荒
賊

�俗云
阿
良
夫
流
爾
斯
母
乃

�」（
新
治
郡
）

Ｅ
、「
器
仗

�俗曰
伊
川
乃

�」（
信
太
郡
）

Ｆ
、「
海
苔

�俗云
乃
理

�」（
信
太
郡
）

Ｇ
、
「
能
渟
水
哉

�俗
云
與
久
多
麻
禮
流
彌
津
可
奈

�」（

�城

郡
）

Ｈ
、「
當
麻

�俗云
多
々
支
々
斯

�」（
行
方
郡
）

Ｉ
、「
年
少
僮
子

�俗云
加
味
乃
乎
止
古
加
味
乃
乎
止
賣

�」

Ｊ
、「

�歌
之
會

�俗云
宇
太
我
岐
又
云
加
我

�
�」（
香
島
郡
）

Ｋ
、
「
所
有
土
色
如
青
紺
用
畫
麗
之

�俗
云
阿
乎
爾
或
云
加
支

川
爾

�

Ｌ
、「
改
名
助
川

�俗語
謂
鮭
祖
爲
須
介
�」（

久
慈
郡
）

Ｆ
、
Ｇ
、
Ｉ
、
Ｊ
は
、
前
掲
の
Ａ
～
Ｃ
と
同
様
、
直
前
の
漢
語

表
現
に
対
す
る
和
訓
の
施
注
と
み
て
誤
ら
な
い
だ
ろ
う
。

Ｄ
の
「
ア
ラ
ブ
ル
ニ
シ
モ
ノ
」
に
関
し
て
は
、
「
ニ
シ
モ
ノ
」

を
常
陸
国
の
地
方
的
表
現
と
採
る
例 （

�）が
あ
る
一
方
で
、
「
エ
セ
モ

ノ
」
の
訛
音
、
あ
る
い
は
「
エ
ミ
シ
モ
ノ
」
の
略
訛
音
と
す
る
説 （

�）

等
も
あ
り
、
未
詳
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
Ｅ
の
「
イ
ツ
ノ
」
に

関
し
て
は
「
器
杖
」
に
対
す
る
和
訓
と
採
る
べ
き
か
難
し
い
。

「
イ
ツ
ノ
」
の
「
ノ
」
を
格
助
詞
と
し
て
、
体
言
（
～
の
も
の
）

が
省
略
さ
れ
た
形
と
み
る
こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る （

	）。
た
だ
、

『
古
事
記
』
天
孫
降
臨
条
に
「
伊
都
之
尾
羽
張
神
、
是
れ
遣
は
す

べ
し

�伊都
の
二
字
は
音
を
以
ゐ
よ

�」等
と
あ
る
と
お
り
、「
神

聖
な
」
「
勢
い
の
激
し
い
」
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
）

と
い
う
意
を
も
つ
「
厳
（
イ
ツ
）
」
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
一
方
で
Ｌ
に
関
し
て
は
、
鮭
の
祖
を
「
ス
ケ
」
と
訓

読
し
、
上
文
の
「
助
川
」
の
地
名
の
訓
読
補
助
を
し
た
も
の
と
い

え
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
在
地
の
言
葉
と
も
採
る
こ
と
が
で
き

る
。例
外
的
な
も
の
と
し
て
、
Ｈ
の
「
当
麻
」
に
対
す
る
「
タ
キ
タ

キ
シ
」
は
、
直
接
そ
の
訓
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
た
ぎ
ま
」

と
い
う
地
名
を
正
し
く
訓
読
す
る
た
め
の
注
記
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
タ
キ
タ
キ
シ
」
に
関
し
て
も
、
景
行
記
に
「
當

藝
野
の
上
に
到
り
ま
し
し
時
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
…
然
る
に
今

吾
が

足
得

歩
ま

ず
た
ぎ
た
ぎ
し
く
（
當
藝
當
藝
斯

玖
）

�當
よ
り

下
の
六
字
は
音
を
以
ゐ
よ
。

�成
り
ぬ
。」
と
あ
る
こ
と
で
、
地
方

語
と
は
言
い
得
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｋ
は
「
青
紺
色
で
書
に
用

い
る
麗
し
い
土
」
と
い
う
意
味
内
容
全
体
に
対
し
て
施
さ
れ
た
訓

注
と
い
え
、
「
ア

ヲ
ニ
」
を
「
青
土
」
あ
る
い
は
「
青

丹
」
、
「

カ

キ
ツ
ニ
」
を
「
書
き
つ
丹 （


）」
の
意
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ

も
地
方
語
と
す
る
訳
に
は
い
か
な
く
な
る
。

右
記
の
通
り
「
俗
」
を
用
い
た
訓
読
注
記
の
在
り
方
は
多
様
で
、
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そ
の
施
注
の
様
式
を
一
つ
に
ま
と
め
上
げ
て
論
じ
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の

「
俗
」
の
語
と
し
て
記
さ
れ
、
訓
読
さ
れ
た
内
容
の
殆
ど
が
、
大

枠
で
促
え
れ
ば
鵜
殿
正
元
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
都
を
中
心
と
し

て
行
は
れ
た
標
準
語

大
和
朝
廷
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
標

準
語

即
ち
支
那
文
字
を
消
化
し
た
都
人
士
の
雅
語
に
対
す
る
、

地
方
に
於
け
る
鄙
語
と
い
ふ
位
の
意
味
を
持
た
せ
て
表
記
さ
れ
た

も
の （

�）」
と
理
解
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
内
実
と
し
て
は
強
い
地
方
性

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
小

泉
道
氏
は
「
俗
」
注
記
を
「
当
地
以
外
の
語
ま
で
加
え
た
説
明
注

と
み
て
よ
い （

�）」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
当
地
以
外
」
と
い
う
と

こ
ろ
に
積
極
的
な
中
央
的
性
格
を
認
め
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
「
俗
」
表
現
と
は
、
常
陸
や
東
国
固
有
の
在
地

性
を
有
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
央
的
な
訓
読
と
同
じ
か
、
そ
れ

ら
に
か
な
り
近
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。３
、『

常
陸
国
風
土
記
』
の
「
風
俗
」

「
俗
」
表
現
全
体
の
四
割
を
占
め
る
訓
読
注
が
、
こ
の
よ
う
な

中
央
語
と
の
関
わ
り
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
、
あ
る
い
は
意

義
と
は
何
か
。「
風
俗
（

�）」
と
の
兼
ね
合
い
で
さ
ら
に
考
え
て

み
る
。

冒
頭
例
ａ
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
当
国
風
土
記
に
は
「
風
俗
」

の
表
現
が
九
箇
所
に
現
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
本
文
化
し
た
も
の

（
ａ
～
ｃ
）
と
、
注
記
的
表
現
を
採
る
も
の
（
ｄ
～
ｉ
）
の
二
つ

に
大
別
で
き
る
。

�本文
化
し
た
も
の

�

ａ
、
風
俗
の

�に
、
筑
波
岳
に
黒
雲
挂
り
、
衣
袖
漬
の
國
と
い

ふ
は
是
な
り
。
（
風
俗

�云
、
筑
波
岳
黒
雲
挂
衣
袖
漬
國

是
矣
）（
総
記
）

ｂ
、

�以下
は
略
く

�風
俗
の

�に
い
へ
ら
く
、
葦
原
の
鹿
は
、

其
の
味
、
爛
れ
る
ご
と
し
と
い
へ
り
。
喫
ふ
に
山
の
宍
に

異
れ
り
。
二
つ
の
國

�

常
陸
と
下
總
と
な
り

�の
大
獵
も
、

絶
え
盡
す
べ
く
も
な
し
。
其
の
里
の
西
に
飯
名
の
社
あ
り
。

…
（
信
太
郡
）

ｃ
、
普
く
土
窟
を
堀
り
置
き
て
、
常
に
穴
に
居
み
、
人
來
れ
ば

窟
に
入
り
て
竄
り
、
其
の
人
去
れ
ば
更
郊
に
出
で
て
遊
ぶ
。

狼
の
性
、
梟
の
情
に
し
て
、
鼠
に
窺
ひ
、
掠
め
盜
み
て
、

招
き
慰
へ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
彌
、
風
俗
を
阻
て
き
。

（
	城

郡
）
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�注記
的
表
現

�

ｄ
、
風
俗

�云
、
白
遠
新
治
之
國
（
新
治
郡
）

ｅ
、
風
俗
説
云
、
握
飯
筑
波
之
國
（
筑
波
郡
）

ｆ
、
風
俗

�云
、
水
泳

�城
之
国
（

�城
郡
）

ｇ
、
風
俗

�云
、
立
雨
零
行
方
之
國
（
行
方
郡
）

ｈ
、
風
俗
説
云
、
霰
零
香
島
之
國
（
香
島
郡
）

ｉ
、
風
俗
説
云
、
薦
枕
多
珂
之
國
（
多
珂
郡
）

ａ
は
形
式
的
に
ｄ
～
ｉ
の
注
記
的
表
現
と
類
同
す
る
た
め
後
述

す
る
。
ｂ
に
関
し
て
は
、
前
文
が
略
さ
れ
る
た
め
や
や
理
解
し
難

い
部
分
も
あ
る
が
（
こ
の
省
略
が
い
つ
な
さ
れ
た
の
か
も
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
、
「
風
俗

�」
で
括
ら
れ
る
内
容
の
後
文
に

「
其
里
」
と
い
う
指
示
語
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
前
文

に
「
葦
原
」
を
抱
え
る
里
の
記
述
が
あ
り
、
「
風
俗

�」
は
そ
こ

に
存
す
る
鹿
に
対
す
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
ｃ
の
「
風
俗
」

は
前
掲
Ａ
の
後
文
と
し
て
続
く
も
の
で
、

�城
郡
の
「
國
巣
」
の

性
質
を
示
す
文
脈
で
現
れ
る
。
こ
れ
は
「
異
俗
」
に
対
す
る
定
型

的
な
表
現
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
景
行
紀
・
日
本
武
尊
の
東
征
条

に
お
い
て
、

其
の
東
の
夷
は
、
識
性
暴
び
強
し
。
凌
犯
を
宗
と
す
。
…
其

の
東
の
夷
の
中
に
、
蝦
夷
は
是
尤
だ
強
し
。
男
女
交
り
居
り

て
、
父
子
別
無
し
。
冬
は
穴
に
宿
、
夏
は
樔
に
住
む
。
毛
を

衣
き
血
を
飮
み
て
、
昆
弟
相
疑
ふ
。
山
に
登
る
こ
と
飛
ぶ
禽

の
如
く
、
草
を
行
る
こ
と
走
ぐ
る
獸
の
如
し
。
恩
を
承
け
て

は
忘
る
。
怨
を
見
て
は
必
ず
報
ゆ
。
是
を
以
て
、

�を
頭
髻

に
藏
し
、
刀
を
衣
の
中
に
佩
く
。
或
い
は
黨
類
を
聚
め
て
、

邊
堺
を
犯
す
。
或
い
は
農
桑
を
伺
ひ
て
人
民
を
略
む
。
撃
て

ば
草
に
隱
る
。
追
へ
ば
山
に
入
る
。
故
、
往
古
よ
り
以
來
、

未
だ
王
化
に
染
は
ず
。（
景
行
天
皇
二
八
年
秋
七
月
朔
日
条
）

と
あ
る
も
の
に
通
じ
、
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
「
異
俗
人
」

や
『
肥
前
国
風
土
記
』
の
「
異
俗
」
と
同
様
の
地
平
で
使
用
さ
れ

て
い
る
と
み
て
誤
ら
ず
、
文
末
に
あ
る
「
風
俗
を
阻
て
き
」
と
は
、

景
行
紀
末
尾
の
「
未
だ
王
化
に
染
は
ず
」
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
た

も
の
と
し
て
よ
い
。

そ
も
そ
も
「
風
俗
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
は
、
そ
の
使
用
例

が
『
日
本
書
紀
』
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
例
え

ば
允
恭
紀
七
年
十
二
月
朔
日
条
に
は
「
當
時
の
風
俗
、
宴
會
た
ま

ふ
に
、

�ふ
者
、

�ひ
終
り
て
、
則
ち
自
ら
座
長
に
對
ひ
て
曰
さ

く
、
「

娘
子

奉
る
」
と
ま
う
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
紀

編
纂

時
点

か
ら
見
て
「
古
俗
」
に
属
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
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で
あ
り
、
同
時
代
的
に
は
存
在
し
な
い
過
去
の
、
時
空
を
隔
て
た

異
習
俗
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
允
恭
紀
四
十
二
年
十
一
月
条
で
は
、
允
恭
天
皇
の
崩
御

に
際
し
て
派
遣
さ
れ
た
新
羅
の
弔
使
ら
に
関
す
る
記
事
と
し
て

「
爰
に
新
羅
人
、
恆
に
京
城
の
傍
の
耳
成
山
・
畝
傍
山
を
愛
づ
。

則
ち
琴
引
坂
に
到
り
て
、
顧
み
て
曰
は
く
、
「
う
ね
め
は
や
、
み

み
は
や
」
と
い
ふ
。
是
風
俗
の
言
語
を
習
は
ず
。
故
、
畝
傍
山
を

訛
り
て
、「
う
ね
め
」
と
謂
ひ
、
耳
成
山
を
訛
り
て
、「
み
み
」
と

謂
へ
ら
く
の
み
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
風
俗
の
言
語
」
と
は

和
語
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
「
畝
傍
」
「
耳
成
」
に
対
す
る
和

訓
「
う
ね
び
」
「
み
み
な
し
」
を
指
す
。
そ
れ
に
対
し
て
新
羅
の

人
々
は
「
う
ね
め
」
「
み
み
」
と
「
訛
」
っ
て
発
音
し
て
い
た
と

い
う
。
さ
ら
に
皇
極
紀
元
年
壬
申
条
に
は
「
凡
そ
百
濟
・
新
羅
の

風
俗
、
死
亡
者
有
る
と
き
は
、
父
母
兄
弟
夫
婦
姉
妹
と
雖
も
、
永

ら
自
ら
看
ず
。」
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
風
俗
」
と
い
う
語
の

使
用
が
、
古
俗
や
異
俗
を
語
る
場
面
に
集
中
し
て
い
る
点
は
示
唆

的
で
あ
ろ
う
。

「
風
俗
」
に
関
し
て
さ
ら
に
付
言
す
る
と
、
例
え
ば
『
令
集
解
』

「
戸
令
・
國
遣
行
」
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

凡
國
守
。
毎
年
一
巡
行
屬
郡
。
觀
風
俗
。（
釋
云
。
風
俗
釋
。

見
職
員
令
。）

つ
ま
り
『
養
老
令
』
に
は
、
国
守
＝
国
司
が
毎
年
一
度
、
国
内
各

郡
を
巡
見
し
「
風
俗
」
を
見
る
、
と
の
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
こ
か
ら
、
国
司
の
「
解
」
と
し
て
記
さ
れ
た
『
常
陸
国

風
土
記
』
が
、
「
俗
」
に
関
す
る
言
説
を
多
用
す
る
の
は
当
然
と

も
い
え
る
。
ま
た
、
そ
の
国
守
が
み
る
べ
き
「
風
俗
」
に
つ
い
て
、

「
職
員
令
」「
彈
正
臺
」
条
を
見
る
と

彈
正
臺
。
尹
一
人
。
掌
粛
清
風
俗
。
（
謂
。
粛
者
、
敬
也
。

風
者
。
気
也
。
俗
者
。
習
也
。
土
地
水
泉
。
気
有
緩
急
。
聲

有
高
下
。
謂
之
風
焉
。
人
居
此
地
。
習
以
成
性
。
謂
之
俗
焉
。

假
令
。
信
濃
國
俗
。
夫
死
者
。
即
以
婦
爲
殉
。
若
有
此
類
者
。

正
之
以
禮
教
。
是
以
爲
粛
清
風
俗
成
。）
…

と
あ
る
。
『
義
解
』
の
捉
え
る
「
風
俗
」
と
は
、
前
述
し
た
『
説

文
』
そ
の
他
の
中
国
典
籍
の
理
解
を
引
い
た
も
の
と
理
解
し
て
よ

く
、
そ
の
意
味
で
は
、
当
時
か
ら
「
俗
」
と
は
「
習
」
で
あ
り
、

地
域
に
根
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
人
間
・
そ
の
他
の
「
性
」

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
に
加
え
て
『
義
解
』
は
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「
信
濃
國
」
に
お
け
る
「
婦
の
殉
死
」
を
、「
風
俗
」
の
意
味
内
容

と
し
て
例
示
す
る
。
「
風
俗
」
を
所
謂
「
地
方
の
古
俗
、
異
俗
」

と
理
解
し
て
い
る
点
は
、
右
記
の
允
恭
紀
七
年
十
二
月
朔
条
に
類

す
る
も
の
と
い
え
、
さ
ら
に
こ
れ
が
「
教
化
」
す
べ
き
対
象
と
さ

れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

た
だ
、
『
義
解
』
の
成
立
が
八
三
三
年
と
い
う
こ
と
に
加
え
、

本
条
が
「
弾
正
台
」
と
い
う
警
察
機
構
の
職
掌
規
定
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
こ
で
解
説
さ
れ
る
「
風
俗
」
の
意
味
が
、
古
風
土
記
一

般
に
お
け
る
「
俗
」
の
理
解
と
直
接
つ
な
が
る
か
否
か
を
明
言
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
『
義
解
』
の
解
釈
を
除
い
た
『
養
老

令
』
の
内
容
に
限
っ
て
も
、
「
風
俗
」
と
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た

習
わ
し
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
在
地
の
人
々
の
人
間

性
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
国
守
や
弾
正
台
に
よ
っ
て
定

期
的
に
観
察
、
監
視
さ
れ
る
対
象
で
も
あ
り
、
風
俗
の
乱
れ
は
粛

清
の
対
象
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
揺

る
が
な
い
。
当
然
、
『
養
老
令
』
の
時
代
に
近
接
す
る
『
常
陸
国

風
土
記
』
の
編
纂
も
、
そ
う
い
っ
た
意
識
か
ら
全
く
自
由
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
検
討
し
た
通
り
、

�城
郡
の

「
國
巣
」
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
（
ｂ
）
に
「
阻
風
俗
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
俗
」
や
「
風
俗
」
に
つ
い
て
中
央
が
求
め

る
意
味
内
容
を
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ａ
お
よ
び
ｄ
～
ｉ
と
し
て
掲
げ
た
一
連
の
「
風
俗

（

�・
説
）」
に
つ
い
て
だ
が
、
先
行
研
究
に
従
え
ば
、
本
文
と
注

記
と
い
う
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
ら
は
悉
く
地
名
、
そ
れ
も
国
号
や

郡
名
と
い
う
要
所
に
関
わ
る
枕
詞
的
言
辞
を
漢
文
化
し
た
も
の
と

い
え
る
。
つ
ま
り
「
風
俗

�」
と
は
、
先
に
挙
げ
た
『
大
漢
和
辞

典
』
の
第
二
義
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
歌
謡
の
世
界
に
繋

が
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
「
は
じ
め
に
」
で
、
角
川
ソ
フ
ィ

ア
版
『
風
土
記
』
の
「
風
俗
」
に
対
す
る
注
に
「
天
子
の
教
化
が

地
方
に
及
ん
で
習
慣
と
な
る
こ
と
を
言
う
」
と
付
言
し
て
い
る
点

は
注
意
を
要
す
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
近
藤

信
義
氏
は
「
同
じ
枕
詞
が
異
な
っ
た
土
地
で
用
い
ら
れ
る
」
例
と

し
て
当
国
風
土
記
の
「
風
俗

�」
と
他
地
方
の
枕
詞
と
の
比
較
を

行
っ
た
う
え
で
、
枕
詞
の
創
作
・
発
想
は
中
央
主
体
の
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
「
大
和
朝
廷
と
地
方
支
配
と
地
方

の
朝
廷
へ
の
服
属
の
過
程
」
を
示
す
と
し
て
い
る （

�）。

和
歌
と
い
う
文
化
自
体
が
、
す
ぐ
れ
て
中
央
的
な
も
の
と
し
て

あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
ま
た
、
枕
詞
的
言
辞
を
示
す
「
風

俗
（

�・
説
）
」
が
、
悉
く
常
陸
の
国
名
や
郡
名
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

当
国
風
土
記
に
お
い
て
は
、
土
地
の
神
聖
性
を
担
保
す
る
地
名
起

源
説
話
は
、
こ
れ
ら
と
別
に
「
古
老
相
伝
」
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
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い
る
。
在
地
に
お
い
て
一
定
の
聖
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
地
名
と

い
う
も
の
が
、
枕
詞
と
い
う
文
化
装
置
を
通
じ
て
中
央
の
意
識
に

絡
め
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
重
要
な
の
で
あ
る
。

４
、
中
央
を
志
向
す
る
「
俗
」
伝
承
と
「
俗
歌
」

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
当
国
風
土
記
の
「
俗
」
や
「
風

俗
」
が
示
す
も
の
の
内
実
は
、
在
地
の
言
語
や
固
有
の
風
習
、
古

俗
・
異
俗
の
類
か
ら
隔
た
っ
た
、
中
央
を
志
向
す
る
も
の
と
い
え

る
。
ま
た
、
他
の
「
俗
」
表
現
を
見
た
場
合
も
、
そ
れ
ら
が
在
地

の
現
状
に
則
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
中
央
的
な
表
現

を
採
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
久
慈
郡
・
河
内
里
条
に
は

三
つ
の
「
俗
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

郡
よ
り
西
北
の
か
た
廾
里
に
河
内
の
里
あ
り
。
本
は
古
々
の

邑
と
名
づ
く
。
（
イ
）

�俗
の
説
に
、
猿
の
聲
を
謂
ひ
て
古
々

と
爲
す
。

�東
の
山
に
石
の
鏡
あ
り
。
昔
、
魑
魅
あ
り
。
萃

集
り
て
鏡
を

�び
見
て
、
則
ち
、
自
ら
去
り
き
。（
ロ
）

�

俗
、

疾
き
鬼
も
鏡
に
面
へ
ば
自
ら
滅
ぶ
と
い
ふ
。

�有
ら
ゆ
る
土

は
、
色
、
青
き
紺
の
如
く
、
畫
に
用
ゐ
て
麗
し
。（
ハ
）

�

俗
、

阿
乎
爾
と
い
ひ
、
或
、
加
支
川
爾
と
い
ふ
。

�時
に
朝
命
の

隨
に
、
取
り
て
進
納
る
。
謂
は
ゆ
る
久
慈
河
の
濫
觴
は
猿
聲

よ
り
出
づ
。（
久
慈
郡
）

（
ハ
）
に
つ
い
て
は
訓
読
注
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
た
の
で

説
明
を
省
く
。
（
イ
）
に
関
し
て
、
飯
泉
健
司
氏
に
よ
れ
ば
、
こ

の
土
地
の
地
名
由
来
と
関
わ
る
「
猿
」
に
つ
い
て
本
文
中
で
は
全

く
触
れ
ら
れ
ず
、
「
俗
」
注
記
は
本
文
以
上
の
こ
と
を
記
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
「
猿
が
コ
コ
と
鳴
く
こ
と
を
知
っ
た
」
施

注
者
が
、
「
古
々
邑
の
コ
コ
と
猿
声
と
を
結
び
つ
け
て
解
釈
」
し

た
結
果
で
あ
り
、
「
施
注
者
が
地
方
語
を
装
い
な
が
ら
地
名
由
来

を
仕
立
て
た
注
記
」
で
あ
る
可
能
性
を
説
く
。
そ
の
上
で
「
常
陸

が
こ
だ
わ
る
「
俗
」
字
を
も
つ
注
記
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
在
地

の
古
老
伝
承
と
断
定
で
き
ぬ
も
の
も
あ
る
。
…
官
命
を
逸
脱
す
る

の
み
な
ら
ず
、
施
注
者
は
在
地
を
も
越
え
て
、
独
自
の
「
在
地
」

を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る （

�）の
は
、
当
国

風
土
記
が
描
こ
う
と
し
た
「
常
陸
国
」
の
姿
を
考
え
る
上
で
重
要

な
示
唆
を
含
む
。

ま
た
（
ロ
）
に
関
し
て
は
、
角
川
文
庫
版
『
風
土
記
』
補
注
が
、

『
抱
朴
子
』
内

�の
「
古
之
入
山
導
士
、
皆
以
明
鏡
九
寸
已
上
懸

於
背
後
、
則
老
魅
不
敢
近
人
」
や
、
『
太

平
御

覧
』

所
収
『

拾
遺

録
』
の
「
方
丈
山
池
泥
、
百
錬
成
金
鏡
、
色
青
可
照
魑
魅
」
な
ど

を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
ら
の
漢
籍
に
記
さ
れ
る
記
述
が
下
敷
き
と
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な
っ
て
い
る
可
能
性
を
提
示
す
る （

�）。
こ
の
指
摘
が
正
し
い
の
で
あ

れ
ば
、「
俗
」
の
伝
承
と
い
う
も
の
に
常
陸
国
固
有
の
「
在
地
性
」

を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。

さ
ら
に
、
当
国
風
土
記
に
は
本
文
と
「
俗
」
注
記
の
関
係
性
が
、

あ
る
意
味
で
逆
転
し
て
い
る
よ
う
な
事
態
も
存
在
す
る
。

（
ニ
）
清
め
る
と
濁
れ
る
と
糺
は
れ
、
天
地
の
草
昧
よ
り
已

前
、
諸
祖
天
神

�俗
、
賀
味
留
彌
・
賀
味
留
岐
と
い
ふ

�、

八
百
万
の
神
た
ち
を
高
天
の
原
に
會
集
へ
た
ま
ひ
し
時
、
諸

祖
神
、
告
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
今
、
我
が
御
孫
の
命
の
光
宅

さ
む
豐
葦
原
の
水
穗
の
國
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
高
天
の
原

よ
り
降
り
來
し
大
神
の
み
名
を
、
香
島
の
天
の
大
神
と
稱
ふ
。

天
に
て
は
則
ち
、
日
の
香
島
の
宮
と
號
け
、
地
に
て
は
則
ち
、

豐
香
島
の
宮
と
名
づ
く
。
（
ホ
）

�俗
い
へ
ら
く
、
豐
葦
原
の

水
穗
の
國
を
依
さ
し
ま
つ
ら
む
と
詔
り
た
ま
へ
る
に
、
荒
ぶ

る
神
等
、
又
、
石
根
・
木
立
・
草
の
片
葉
も
辭
語
ひ
て
、
晝

は
狹
蝿
な
す
音
聲
ひ
、
夜
は
火
の
光
明
く
國
な
り
。
此
を
事

向
け
平
定
さ
む
大
御
神
と
、
天
降
り
供
へ
ま
つ
り
き
。

�（香

島
郡
）

当
該
箇
所
の
本
文
（
ニ
）
に
つ
い
て
は
、
『
古
事
記
』
上
巻
・

天
孫
降
臨
段
に
「
天
照
大
御
神
の
命
以
ち
て
、
「
豐
葦
原
之
千
秋

長
五
百
秋
之
水
穗
國
は
、
我
が
御
子
、
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穗

耳
命
の
知
ら
す
國
ぞ
。
」
と
言
因
さ
し
賜
ひ
て
、
天
降
し
た
ま
ひ

き
。
」
と
あ
る
部
分
、
「
俗
」
注
記
（
ホ
）
に
つ
い
て
は
、
『
日
本

書
紀
』
神
代
巻
・
下
に
「
遂
に
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
立

て
て
、
葦
原
中
國
の
主
と
せ
む
と
欲
す
。
然
も
彼
の
地
に
、
多
に

螢
火
の
光
く
神
、
及
び
蝿
聲
す
邪
し
き
神
有
り
。
復
草
木
咸
に
能

く
言
語
有
り
。
…
」
と
、
鹿
島
の
祭
神
で
あ
る
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の

降
臨
が
語
ら
れ
る
部
分
と
の
類
同
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
る
。

飯
泉
氏
も
こ
れ
ら
が
「
中
央
天
孫
降
臨
神
話
の
影
響
を
受
け
て
」

お
り
、
ま
た
「
天
孫
降
臨
は
中
央
で
創
作
さ
れ
た
神
話
な
の
で
、

中
央
伝
承
が
変
形
す
る
過
程
の
中
で
」
こ
の
記
述
を
捉
え
る
べ
き

で
あ
る （

�）、
と
指
摘
す
る
。

た
だ
（
ニ
）
で
は
、
香
島
大
神
に
対
し
て
、
ま
さ
に
豊
葦
原
水

穂
国
を
統
治
す
る
資
格
を
も
つ
「
御
孫
命
」
と
し
て
降
臨
し
た
か

の
よ
う
な
描
き
ぶ
り
で
あ
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
も
飯
泉
氏
は
「
（
香
島
）
大
神
は
中
央
の
天
孫
降
臨
神
話
と

関
わ
る
神
で
あ
る
と
の
前
提
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
降
臨
神
に
改
変

し
、
天
地
開
闢
神
話
風
潤
色
が
施
」
さ
れ
た
と
し
て
い
る （

�）。
む
し

ろ
こ
の
よ
う
な
記
述
の
ほ
う
が
、
常
陸
国
内
に
お
け
る
香
島
大
神

の
強
大
な
信
仰
勢
力
を
下
敷
き
に
し
て
作
為
さ
れ
た
可
能
性
が
高

16



く
、
あ
る
種
の
在
地
性
を
有
し
て
い
る
と
も
言
い
得
よ
う
。

一
方
で
、
（
ホ
）
の
「
俗
」
注
記
内
容
は
、
中
央
神
話
に
お
い

て
降
臨
神
の
前
駆
で
あ
る
「
平
定
神
」
と
し
て
記
さ
れ
る
香
島
大

神
＝
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
姿
と
一
致
す
る
。
飯
泉
氏
は
こ
れ
を
「
平

定
神
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
伝
承
は
、
天
皇
家
を

中
心
と
し
た
中
央
氏
族
社
会
に
お
い
て
有
効
か
つ
必
要
な
神
話
」

と
し
た
う
え
で
「
在
地
伝
承
と
は
し
難
い
」
と
述
べ
る （

�）。
つ
ま
り

本
来
的
な
「
俗
」
が
指
示
す
る
は
ず
の
ロ
ー
カ
ル
な
内
容
が
本
文

化
し
て
、
逆
に
中
央
神
話
が
「
俗
」
と
し
て
掲
示
さ
れ
る
と
い
う

事
態
が
こ
こ
で
は
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
新
治
郡
・
葦
穂
山
条
に
み
え
る
「
俗
歌
」

も
、
「
俗
」
と
い
う
も
の
の
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
け
る
意
味

を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
。

古
老
の
い
へ
ら
く
、
古
、
山
賊
あ
り
。
名
を
油
置
賣
命
と
稱

ふ
。
今
も
社
の
中
に
石
屋
あ
り
。

�俗
の
歌
に
い
は
く
、
許

智
多
波
乎
婆
頭
勢
夜
麻
能
伊
波
歸
爾
母
爲
弖
許
母
郎

奈
牟
奈
古
非
敍
和
支
母
（
言
痛
た
け
ば
を
は
つ
せ
山
の

石
城
に
も
率
て
籠
ら
な
む
な
戀
ひ
そ
我
妹
）

�

（
新
治
郡
）

こ
こ
で
「
俗
歌
」
と
し
て
注
さ
れ
る
歌
は
、『
万
葉
集
』
巻
一
六
・

三
八
〇
六
の

事
し
あ
ら
ば
小
泊
瀬
山
の
石
城
に
も
隠
ら
ば
と
も
に

な
思
ひ
そ
我
が
背

と
の
類
似
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
「
小
泊
瀬
山
」
は
大
和
の
初
瀬

山
と
考
え
ら
れ
、
本
条
に
お
け
る
「
葦
穂
山
」
と
は
無
関
係
と
思

わ
れ
る
が
、
諸
注
釈
は
こ
の
歌
を
「
土
地
の
歌
」
と
解
釈
し
、
さ

ら
に
東
洋
文
庫
版
『
風
土
記
』
に
い
た
っ
て
は
「
大
和
の
歌
が
常

陸
に
お
い
て
民
謡
化
し
た
」
と
し
て
い
る （

�）。

そ
も
そ
も
こ
の
本
文
に
つ
い
て
も
、
葦
穂
山
に
い
た
と
さ
れ
る

油
置
賣
命
と
い
う
山
賊
の
存
在
と
、
社
の
中
の
「
石
屋
」
と
の
繋

が
り
が
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
下
文
と
し
て
唐
突
に
細
字

注
記
の
形
式
を
採
り
な
が
ら
、
「
俗
歌
曰
」
と
し
て
万
葉
仮
名
一

字
一
音
で
歌
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
不
審
で
あ
る
。
た
だ
、「
石
屋
」

と
「
石
城
」
が
類
似
す
る
も
の
（
石
棺
か
）
で
あ
る
す
れ
ば
、
お

そ
ら
く
本
条
の
歌
は
、
上
文
の
「
石
屋
」
を
説
明
す
る
機
能
を
担
っ

て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌

は
初
瀬
山
の
「
石
城
」
に
対
す
る
知
識
を
共
有
す
る
人
々
に
対
し

て
、

�穂
山
の
「
石
屋
」
が
そ
れ
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
伝
達
す
る
も
の
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
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の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
俗
歌
」
と
は
、
あ
く
ま
で
中
央
の

視
点
で
捉
え
る
「
俗
」
の
歌
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

５
、
常
陸
に
お
け
る
「
俗
」
表
現
の
実
態

注
記
と
は
す
な
わ
ち
、
解
釈
者
（
施
注
者
）
と
、
そ
れ
を
受
け

取
る
側
の
理
解
の
齟
齬
を
避
け
る
た
め
の
も
の
と
い
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
当
国
風
土
記
の
「
俗
」
注
は
、
新
た
に
見
出
さ
れ
た
在

地
の
伝
承
に
対
し
て
、
そ
の
理
解
の
溝
を
埋
め
る
た
め
に
付
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
既
に
相
手
側
（
つ
ま
り
解
の
受
け
取
り
手
で

あ
る
中
央
）
が
内
面
化
し
た
も
の
の
中
か
ら
選
択
さ
れ
て
い
る
可

能
性
が
高
い
と
い
え
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
本
来
的
に
常
陸
国
の

「
俗
」
と
は
言
い
難
い
も
の
を
、
本
書
は
何
故
「
俗
」
と
し
て
表

記
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
俗
」
表
現
を
用
い
た
訓
注
的
表
現
一
二

箇
所
に
加
え
、
「
風
俗
」
の
内
、
枕
詞
的
言
辞
に
関
す
る
七
箇
所

の
計
一
九
箇
所
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
が
そ
の
背
景
と
し
て
、
言
語

の
「
音
声
」
的
な
部
分
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
国
風
土
記
に
お
け
る
「
俗
」
表
現
全
体
の
七
割
近
く
に

迫
る
。

中
央
が
言
語
を
も
っ
て
「
俗
」
と
「
異
俗
」
と
を
峻
別
し
て
い

た
こ
と
は
、
例
え
ば
先
に
取
り
上
げ
た
『
豊
後
国
風
土
記
』
の
白

水
郎
の
記
事
や
、
『
日
本
書
紀
』
の
新
羅
忌
使
の
記
事
な
ど
が
参

考
に
な
ろ
う
。
「
俗
」
と
「
異
俗
」
と
の
境
界
に
は
、
言
語
の
音

声
的
な
部
分
の
相
違
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
、
言
語
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
文
化
で
あ
る

歌
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

言
語
と
い
う
も
の
が
、
内
と
外
と
を
分
け
る
大
き
な
指
標
で
あ

る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
例
え
ば
呉
哲
男
氏
が
例
示
す
る
よ
う

に
、『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
四
月
条
に
は
、

陸
奥
の
蝦
夷
、
大
隅
・

�摩
の
隼
人
ら
を
征
討
せ
し
将
軍
已

下
と
、
有
功
の
蝦
夷
と
、
併
せ
て
訳
語
（
を
さ
）
の
人
に
、

勲
位
を
授
く
る
こ
と
各
差
有
り
。

と
あ
り
、
「
訳
語
」
す
な
わ
ち
通
訳
の
従
軍
が
確
認
さ
れ
る
。
ヤ

マ
ト
朝
廷
に
と
っ
て
異
俗
で
あ
っ
た
蝦
夷
と
隼
人
と
が
、
通
訳
を

必
要
と
す
る
ほ
ど
言
語
的
に
隔
た
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す

事
例
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
通
訳
は
お
そ
ら
く
中
央
に
よ
っ

て
征
服
さ
れ
た
蝦
夷
・
隼
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
中

央
に
と
っ
て
「
訳
語
」
は
両
義
的
存
在
と
し
て
あ
り
、
こ
の
記
事

つ
い
て
呉
氏
は
「
そ
う
い
っ
た
人
々
に
「
勲
位
」
を
与
え
る
こ
と

で
王
権
側
に
取
り
込
む
様
子
が
見
て
と
れ
る
」
と
い
う （

�）。
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古
代
に
お
い
て
、
常
陸
国
を
含
む
「
東
（
ア
ヅ
マ
）
」
が
、
中

央
（
都
）
―
地
方
（
鄙
）
と
い
う
二
項
対
立
か
ら
独
立
し
た
特
殊

な
地
域
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
「
上
つ
枝
は
天

を
覆
へ
り
中
つ
枝
は
東
を
覆
へ
り
下
つ
枝
は
鄙
を
覆
へ
り
」

と
記
す
『
古
事
記
』
の
「
天
語
歌
」
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
東
国
（
ア
ヅ
マ
）
は
、
先
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
東
征
条
等
の
記

述
を
見
れ
ば
、
中
央
（
ヤ
マ
ト
）
の
人
々
に
と
っ
て
は
曖
昧
で
未

確
定
で
あ
り
、
ま
た
荒
ぶ
る
神
や
奸
ま
し
き
鬼
、
異
俗
で
あ
る
蝦

夷
の
跳
梁
跋
扈
す
る
、
中
央
の
支
配
が
及
ば
な
い
未
開
の
土
地
と

認
識
、
表
現
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
認
識
下
で
捉
え
ら
れ
た
東
国
・
常
陸
に
対
し
て
、

「
俗
」
と
い
う
語
は
「
都
―
鄙
／
東
（
あ
る
い
は
蝦
夷
）」
と
い
う

中
央
の
認
識
に
対
し
て
、
そ
の
位
置
付
け
を
変
え
、
「
都
―
鄙
」

の
構
造
下
で
語
ろ
う
と
す
る
企
図
で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え

得
る
。
遠
く
の
も
の
を
遠
く
、
近
く
の
も
の
を
近
く
に
、
と
い
う

絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
的
、
写
実
的
な
手
法
で
は
な
く
、
遠
く
の

も
の
を
近
く
に
描
く
と
い
う
逆
遠
近
法
的
手
法
、
も
し
く
は

�し

絵
的
手
法
と
し
て
の
「
俗
」
表
現
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
異
俗
視
さ
れ
た
隼
人
や
東
国
の
国
造

層
ら
が
、
天
つ
神
の
系
譜
に
結
び
付
け
ら
れ
る
論
理
と
同
質
と
み

て
よ
い
。

さ
ら
に
「
風
土
記
」
の
成
立
論
か
ら
も
「
俗
」
の
意
義
を
考
え

て
み
た
い
。
三
浦
佑
之
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
風
土
記
」
が

「
日
本
書
―
紀
」
構
想
に
お
け
る
「（
地
理
）
志
」
の
位
置
に
あ
る

も
の
と
見
做
さ
れ
る
な
ら
ば （

�）、
「
風
土
記
」
の
書
籍
と
し
て
の
享

受
層
は
、
漢
字
文
化
圏
一
般
に
ま
で
広
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
橋
本
雅
之
氏
が
、
日
本
の
知
識
層
が
文
化
的

な
影
響
を
大
き
く
受
け
た
後
漢
か
ら
唐
初
ま
で
の
漢
籍
に
お
い
て
、

「
俗
」
が
一
定
の
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
、
と
す

る
吉
川
幸
次
郎
氏
の
論
を
取
り
上
げ
、
当
国
風
土
記
に
お
い
て
も

「「
俗
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
根
拠
が
あ
る
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い

る
」
と
す
る
こ
と
や （

�）、
廣
岡
義
隆
氏
が
、
「
俗
」
の
意
味
を
「
本

邦
の
人
」
に
解
す
る
見
方 （

�）も
、
あ
る
い
は
可
能
な
の
か
も
し
れ
な

い
。し
か
し
一
方
で
「
風
土
記
」
と
い
う
も
の
は
、
本
来
的
に
は
中

央
に
お
け
る
地
方
の
政
情
お
よ
び
産
物
の
把
握
と
い
う
部
分
で
機

能
し
た
行
政
報
告
書
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
そ
の
第
一

の
享
受
者
が
中
央
貴
族
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
彼
等
を
し
て

中
央
の
支
配
が
確
実
に
及
ん
で
い
る
と
認
識
せ
し
め
る
こ
と
が
、

常
陸
に
遣
わ
さ
れ
た
国
司
に
と
っ
て
は
肝
要
で
あ
っ
た
と
思
量
さ

れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
で
、
本
書
が
書
籍
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ

の
冒
頭
に
「
常
陸
國
司
解
申
古
老
相
傳
舊
聞
事
」
と
あ
る
如
く
、
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当
時
の
情
報
伝
達
の
在
り
方
と
し
て
は
「
読
申
」
、
つ
ま
り
音
声

を
用
い
て
伝
達
す
べ
き
「
解
状
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
な
こ
と

と
し
て
見
た
い （

�）。
そ
の
際
に
、
「
俗
」
注
記
ま
で
読
申
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
の
か
は
証
明
し
え
な
い
が
、
そ
の
一
部
が
万
葉
仮
名

表
記
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
読
み
上
げ
る
」
と
い
う
こ
と
が
暗

に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
「
俗
」
注
記
が
テ
キ
ス

ト
と
し
て
享
受
さ
れ
る
に
せ
よ
、
音
声
と
し
て
享
受
さ
れ
る
に
せ

よ
、
常
陸
の
言
語
が
中
央
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
、
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
付
与
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

呉
哲
男
氏
は
「
ヤ
マ
ト
王
権
は
、
自
己
に
と
っ
て
身
近
な
も
の

と
遠
く
隔
た
っ
た
も
の
と
の
差
異
性
を
恣
意
的
に
強
調
す
る
。
…

天
皇
や
中
央
貴
族
の
人
び
と
は
、
自
己
に
と
っ
て
身
近
な
世
界
と

境
界
の
は
る
か
東
方
や
西
方
に
横
た
わ
る
世
界
を
心
の
中
で
区
別

す
る
。
そ
の
結
果
、
お
の
れ
の
空
間
に
と
っ
て
な
じ
み
の
薄
い

「
彼
等
」
の
空
間
は
、
野
蛮
人
の
住
む
土
地
だ
と
い
う
地
理
的
区

分
を
押
し
つ
け
、
そ
こ
を
さ
ま
ざ
ま
な
空
想
で
満
た
そ
う
と
す
る
」

と
い
う （

�）。

だ
が
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
「
総
記
」
は
、

そ
の
よ
う
な
常
陸
の
姿
を
描
い
て
は
い
な
い
。

…
時
に
、
我
姫
の
道
、
分
れ
て
八
の
國
と
爲
り
、
常
陸
の
國
、

其
の
一
に
居
れ
り
。
然
號
く
る
所
以
は
、
①
往
來
の
道
路
、

江
海
の
津
濟
を
隔
て
ず
、
郡
郷
の
境
堺
、
山
河
の
峯
谷
に
相

續
け
れ
ば
、
直
通
の
義
を
取
り
て
、
名
稱
と
爲
せ
り
。
②
或

る
ひ
と
い
へ
ら
く
、
倭
武
の
天
皇
、
東
の
夷
の
國
を
巡
狩
は

し
て
、
新
治
の
縣
を
幸
過
し
し
に
、
國
造

�那
良
珠
命
を
遣

は
し
て
、
新
に
井
を
堀
ら
し
む
る
に
、
流
泉
淨
く
澄
み
、
尤

好
愛
し
か
り
き
。
時
に
、
乘
輿
を
停
め
て
、
水
を

�で
、
み

手
を
洗
ひ
た
ま
ひ
し
に
、
御
衣
の
袖
、
泉
に
垂
り
て
沾
ぢ
ぬ
。

便
ち
、
袖
を
漬
す
義
に
よ
り
て
、
此
の
國
の
名
と
爲
せ
り
。

風
俗
の

�に
、
筑
波
岳
に
黒
雲
挂
り
、
衣
袖
漬
の
國
と
い
ふ

は
是
な
り
。（
総
記
）

「
国
」
と
「
道
」
と
の
差
に
つ
い
て
、
呉
氏
は
「「
道
」
と
は
本

来
、
征
討
す
べ
き
反
秩
序
（
混
沌
）
を
表
象
す
る
空
間
」
で
あ
り

「
そ
れ
が

秩
序

化
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
国
」
の
意

味
へ
と

転
化
す

る
」
と

述
べ
る （

�）。
そ
の
こ
と
を
『
常
陸
国
風
土
記
』
「
総
記
」
の

文
脈
に

適
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
我
姫
の
道
」
が
「
八
の
國
」

と
な
り
、
そ
の
一
つ
が
常
陸
国
と
な
っ
た
と
す
る
部
分
は
、
見
事
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に
平
仄
が
合
う
。
つ
ま
り
、
「
道
」
か
ら
「
国
」
へ
の
認
識
変
化

は
、
中
央
「
秩
序
」
の
地
方
に
お
け
る
敷
衍
の
表
象
な
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
下
文
に
は
、
常
陸
の
国
名
由
来
が
二
つ
掲
げ
ら
れ
る
が
、

①
の
よ
う
に
「
ヒ
タ
チ
」
の
国
名
が
「
直
通
」
（
ヒ
タ
ミ
チ
）
に

由
来
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
呉
氏
の
指
摘
と
一
致
す
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
一
方
で
、
②
は
「
倭
武
天
皇
」
を
主
人
公
と
し
た
巡

行
に
か
か
る
地
名
由
来
と
な
る
。
当
国
風
土
記
に
お
け
る
「
倭
武

天
皇
」
の
意
味
や
意
義
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
別
稿
が
必
要
な
ほ

ど
複
雑
な
た
め
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
適
わ
な
い
が
、
前
掲
の

呉
氏
は
、
中
央
の
伝
承
世
界
に
お
け
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
つ
い
て

「
文
明
と
野
蛮
と
い
う
二
極
の
世
界
の
中
間
に
在
っ
て
二
つ
の
世

界
を
媒
介
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
」
と
し
て
お
り （

�）、
常
陸
の

「
倭
武
天
皇
」
も
そ
う
い
っ
た
意
識
か
ら
発
想
さ
れ
た
可
能
性
を

考
え
得
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、
枕
詞
的
言
辞
と
し
て
の
「
風
俗

�」

が
付
さ
れ
る
の
は
、
当
国
が
倭
武
天
皇
と
い
う
媒
介
者
の
巡
行
・

教
化
を
通
し
て
、
中
央
の
文
化
に
浴
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
常
陸
の
國
は
、
堺
は
是
廣
大
く
、
地
も
亦
緬

�に
し
て
、

土
壤
も
沃
墳
え
、
原
野
も
肥
衍
え
て
、
墾
發
く
處
な
り
。
海

山
の
利
あ
り
て
、
人
々
自
得
に
、
家
々
足
饒
へ
り
。
…
い
は

ゆ
る
水
陸
の
府
藏
、
物
産
の
膏
腴
な
る
と
こ
ろ
な
り
。
古
の

人
、
常
世
の
國
と
い
へ
る
は
、
蓋
し
疑
ふ
ら
く
は
此
の
地
な

ら
む
か
。
…
（
総
記
）

「
総
記
」
は
続
け
て
こ
の
土
地
の
豊
か
さ
を
、
駢
儷
体
を
駆
使

し
て
朗
々
と
語
る
。
中
央
の
神
話
伝
承
・
歴
史
叙
述
に
お
い
て
野

蛮
人
が
跋
扈
す
る
と
さ
れ
た
土
地
は
、
い
ま
や
「
常
世
の
国
」
に

比
さ
れ
る
豊
穣
の
土
地
へ
と
語
り
直
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に

「
彼
等
」
の
空
間
と
し
て
空
想
に
満
た
さ
れ
た
場
が
、
中
央
の
支

配
意
識
の
拡
張
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
た
時
、
律
令
国
家
の
側
端

と
し
て
の
常
陸
に
は
、
中
央
の
「
俗
」
が
満
ち
る
場
と
し
て
新
た

な
装
い
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
央
と
共
通
す
る

「
俗
」
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
精
神
的
近
さ
の
証
明
で
あ

る
と
い
え
る
の
だ
。
本
書
に
お
け
る
「
俗
」
表
現
と
は
、
そ
の
よ

う
な
地
平
で
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
1）

『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
俗
」
を
取
り
扱
っ
た
代
表
的
な
先
行

研
究
を
以
下
に
列
挙
す
る
。
鵜
殿
正
元
『
増
補
古
風
土
記
研
究
』

（
泉
文
堂
、
一
九
七
一
年
）、
國
井
丈
士
「
常
陸
国
風
土
記
の
注
記

形
式
」
（
『
古
代
研
究
』

第
一

七
号
、
一

九
八

四
年
）
、
関

和
彦

21

注



「
風
俗
と
俗
と
民
衆
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
四
八
号
、
一
九
八

七
年
）、
谷
口
雅
博
「『
常
陸
国
風
土
記
』
記
載
『
風
俗

�』
の
成

立
」
（
『
日
本
文
學
論
究
』
第
四
十
六
冊
、
一
九
八
七
年
）
、
小
泉

道
「
上
代
文
学
に
お
け
る
「
俗
」
の
用
法

『
風
土
記
』
を
中

心
に

」
（
『
光
華
日
本
文
学
』
第
二
号
、
一
九
九
四
年
）
、
飯

泉
健
司
「
風
土
記
本
文
の
生
成
過
程
―
常
陸
国
風
土
記
「
俗
」
字

注
記
を
中
心
に

」
（
『
古
代
文
学
』
三
九
号
、
一
九
九
九
年
）
、

橋
本
雅
之
「
古
風
土
記
に
お
け
る
「
俗
」
に
つ
い
て

『
常
陸

国
風
土
記
』
の
「
俗
注
」
を
中
心
と
し
て

」
（
『
上
代
文
学
』

九
八
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
廣
岡
義
隆
「『
常
陸
國
風
土
記
』
に
お

け
る
「
俗
」
字
と
割
注
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
一
一

二
八
号
、
二
〇
一
七
年
）
ほ
か
。

（

2）
小
島
瓔
禮
校
注
『
風
土
記
』
（
角
川
文
庫
）
角
川
書
店
、
一
九

七
〇
年
。

（

3）
前
掲
注（
２
）参
照
。
な
お
こ
の
補
注
に
お
い
て
は
「
俗
」
表
現

が
二
六
箇
所
し
か
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
考
察
対
象
か
ら
外
さ
れ

た
三
箇
所
は
本
文
化
し
た
「
俗
」
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

（

4）
吉
野
裕
訳
『
風
土
記
』（
東
洋
文
庫
）
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
。

（

5）
秋
本
吉
徳
全
訳
注
『
常
陸
国
風
土
記
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
）

講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（

6）
植
垣
節
也
校
注
・
訳
『
風
土
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

小
学
館
、
一
九
九
七
年
。

（

7）
中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
『
風
土
記
』
上
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
一
五
年
。

（

8）
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書

店
、
一
九
五
八
年
。

（

9）
前
掲
注（
６
）参
照
。

（

10）
前
掲
注（
７
）参
照
。

（

11）
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
（
縮
刷
版
）
大
修
館
書
店
、
一
九

八
六
年
。

（

12）
前
掲
注（
１
）掲
出
、
橋
本
雅
之
「
古
風
土
記
に
お
け
る
「
俗
」

に
つ
い
て

『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
俗
注
」
を
中
心
と
し

て
」（『
上
代
文
学
』
九
八
号
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
。

（

13）
前
掲
注（
２
）、
お
よ
び
、
河
野
辰
男
『
常
陸
国
風
土
記
の
史
的

概
観
』（
崙
書
房
、
一
九
七
六
年
）
に
よ
る
。

（

14）
前
掲
注（
８
）頭
注
参
照
。

（

15）
前
掲
注（
１
）掲
出
、
國
井
丈
士
「
常
陸
国
風
土
記
の
注
記
形
式
」

（『
古
代
研
究
』
第
一
七
号
、
一
九
八
四
年
）
に
よ
る
。

（

16）
前
掲
注（
２
）参
照
。

（

17）
前
掲
注
（
１
）
掲
出
、
鵜
殿
正
元
『
増
補
古
風
土
記
研
究
』
（
泉

文
堂
、
一
九
七
一
年
）
に
よ
る
。

（

18）
前
掲
注（
１
）掲
出
、
小
泉
道
「
上
代
文
学
に
お
け
る
「
俗
」
の

用
法

『
風
土
記
』
を
中
心
に

」
（
『
光
華
日
本
文
学
』
第

二
号
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（

19）
近
藤
信
義
「
枕
詞
の
誕
生

名
辞
と
意
識
」
（
古
代
文
学
会

編
『
文
学
の
誕
生
』
〔
シ
リ
ー
ズ
・
古
代
の
文
学
３
〕
武
蔵
野
書

院
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
。

（

20）
前
掲
注
（
１
）
掲
出
、
飯
泉
健
司
「
風
土
記
本
文
の
生
成
過
程

常
陸
国
風
土
記
「
俗
」
字
注
記
を
中
心
に

」
（
『
古
代
文

学
』
三
九
号
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

（

21）
前
掲
注（
２
）参
照
。

（

22）
前
掲
注（

20）参
照
。
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（

23）
前
掲
注（

20）参
照
。

（
24）

前
掲
注（

20）参
照
。

（
25）

前
掲
注（

24）参
照
。

（

26）
呉
哲
男
「
古
代
文
学
に
み
る
異
言
語
・
異
文
化

記
・
紀
・

万
葉
は
何
を
恐
れ
て
い
た
の
か
」（『
日
本
文
学
』
六
〇
巻
五
号
、

二
〇
一
一
年
）

（

27）
三
浦
佑
之
『
古
事
記
の
ひ
み
つ

歴
史
書
の
成
立
』
〔
歴
史

文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〕
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収

「「
日
本
書
志
」
と
し
て
の
風
土
記
」
項
に
よ
る
。

（

28）
前
掲
注（

12）参
照
。

（

29）
前
掲
注
（
１
）
掲
出
、
廣
岡
義
隆
「
『
常
陸
國
風
土
記
』
に
お
け

る
「
俗
」
字
と
割
注
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
一
一
二

八
号
、
二
〇
一
七
年
）
に
よ
る
。

（

30）
渡
辺
滋
『
古
代
・
中
世
の
情
報
伝
達

文
字
と
音
声
・
記
憶

の
機
能
論

』
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
章
「
「
文
書

主
義
」
の
導
入
と
情
報
処
理
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

31）
前
掲
注（

26）参
照
。

（

32）
前
掲
注（

26）参
照
。

（

33）
前
掲
注（

26）参
照
。
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